
は　じ　め　には　じ　め　に

　我が国の自殺者数は、平成１０年以降、年間３万人を超える状態が続

いておりましたが、平成１８年に施行された自殺対策基本法に基づき、

国を挙げて自殺対策が総合的に推進された結果、令和元年には約２万人

に減少するなど着実に成果をあげてきました。

　しかし、新型コロナウイルス感染症の影響等により、令和２年以降、

再び増加に転じており、国においては、社会経済情勢や自殺をめぐる諸情勢の変化を踏まえ、誰

も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、令和４年１０月に自殺総合対策大綱が見

直され、総合的な自殺対策の推進・強化が図られております。

　本市におきましては、平成２５年度に自殺対策をセーフコミュニティにおける重点分野の一つ

に位置付け、平成２９年度に策定した「鹿児島市自殺対策計画」に基づき、関係機関のご協力の

もと、各施策を積極的に推進してまいりましたが、この度、国の動向等を踏まえ、本市の実情に

即した自殺対策を推進するため「第二次鹿児島市自殺対策計画」を策定しました。

　本計画では、前計画の評価も踏まえ、ネットワークの強化や人材の育成、市民の皆様への啓

発・周知など５つの基本施策とともに、自殺のリスク要因・ハイリスク層に焦点を絞った対策と

して、これまでの「勤務・経営」、「高齢者」、「生活困窮者」に、新たに「女性」を加えた４

つの重点施策に取り組むこととしております。

　「誰も自殺に追い込まれることのないいのち支える鹿児島市」の実現に向け、本計画に基づく

各施策をさらに全庁的に展開し、国・県など関係機関との緊密な連携を図りながら、市民の皆様

とも一体となって推進してまいりますので、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やお力添えを賜りました鹿児島市自殺予防対策

委員会の委員の方々をはじめ、関係各団体・機関の皆様、パブリックコメント手続を通じて貴重

なご意見・ご協力を賜りました市民の皆様に心より感謝申し上げます。

　令和６年３月

鹿児島市長　下鶴　隆央
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